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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、該筐体に形成されためっき層とを備え、
　前記筐体が、ポリエチレンテレフタレート及び１０～６０重量％の間のガラス繊維を含
有するポリマー組成物から製造されており、
　前記めっき層が、ＥＭＩ遮蔽を得るための導電性材料がめっきされてなる層であること
を特徴とする、移動電話用の基地局として屋外使用するためのＲＦフィルタ筐体。
【請求項２】
　前記ポリマー組成物が少なくともポリエチレンテレフタレートホモポリマーを含有する
、請求項１に記載のＲＦフィルタ筐体。
【請求項３】
　前記ポリエチレンテレフタレートが後縮合されたものである、請求項１又は２に記載の
ＲＦフィルタ筐体。
【請求項４】
　前記ポリマー組成物が３０～５０重量％の間のガラス繊維を含有する、請求項１～３の
いずれか一項に記載のＲＦフィルタ筐体。
【請求項５】
　前記ポリマー組成物が５重量％未満の添加剤を含有する、請求項１～４のいずれか一項
に記載のＲＦフィルタ筐体。
【請求項６】
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　前記ポリマー組成物が、前記ポリエチレンテレフタレート、前記ガラス繊維、および５
重量％未満の添加剤からなる、請求項１～５のいずれか一項に記載のＲＦフィルタ筐体。
【請求項７】
　前記筐体の内側にめっきされている、請求項１～６のいずれか一項に記載のＲＦフィル
タ筐体。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、構成要素がポリマー組成物から製造され、導電性材料がめっきされている、
電子設備の構成要素、特に、屋外使用の電子設備の構成要素に関する。
【０００２】
　さらに特に、本発明は、ポリマー組成物から製造され、ＥＭＩ遮蔽を得るための導電性
材料がめっきされているＲＦフィルタ筐体に関する。無線周波数（ＲＦ）フィルタは、メ
ガヘルツからギガヘルツの周波数範囲（中波から極高周波）の信号に対して動作するよう
に設計された電子フィルタの種類の１つである。この周波数範囲は、ほとんどの放送ラジ
オ、テレビ、無線通信（携帯電話とも呼ばれる移動電話、Ｗｉ－Ｆｉなど）によって使用
される範囲であり、したがってほとんどのＲＦデバイスは、伝送または受信される信号の
ある種のフィルタリングを伴う。好例の１つは、移動電話の基地局で使用されるＲＦフィ
ルタである。
【０００３】
　構成要素に対する要求は、あらゆる種類の条件下でそれらの機能が維持されることであ
る。ＲＦフィルタ筐体の場合、筐体が電磁干渉（ＥＭＩ）を遮蔽することが重要である。
たとえば外因による電磁伝導または電磁放射線のために、この干渉によって電気回路に影
響を与える障害が生じる。この障害によって、回路の有効な性能が遮断されたり、妨害さ
れたり、またはその他の低下または制限が生じたりすることがある。障害を発生させる外
因の例としては、電気または電子装置、またはさらには自然源、たとえば太陽または北極
光が挙げられる。
【０００４】
　ＲＦフィルタの筐体は、従来、アルミナなどの金属でできている。
【０００５】
　このような筐体の問題は、それらの製造方法が複雑で労力を要することである。筐体は
、高温で鋳造して、加工することによってバリを除去し、タップ用の孔を開けたりする必
要があり、平坦なロッキング面を形成するために切断および研磨する必要がある。場合に
よっては、たとえば酸化バリウムまたは酸化ジルコニウムの筐体を製造する必要がある場
合は、材料の中実ブロックから筐体を掘削する必要さえ存在する。ＲＦフィルタおよびＲ
Ｆフィルタの筐体の例は、米国特許第４，２７８，９５７号明細書、欧州特許出願公開第
Ａ－１５４４９３８－Ａ号明細書、および欧州特許出願公開第Ａ－１５４４９４０号明細
書に示されている。
【０００６】
　米国特許第５，３２９，６８７号明細書においては、商品名Ｕｌｔｅｍ（登録商標）で
販売されるガラス繊維強化ポリエーテルイミド樹脂から筐体を製造することが提案されて
いる。この筐体は、射出成形によって製造され、真空金属化法、あるいは化学的および／
または電気化学的処理ステップを含む方法の化学めっき法を使用して導電性材料がめっき
されて、多くの場合２つ以上の金属層が取り付けられる。筐体は、電磁干渉の遮蔽のため
にめっきされる。したがって、めっきされた金属層が筐体の表面全体を覆い、それによっ
て電磁放射線が通過する開口部を有さなくなることが重要である。したがって、筐体の耐
用寿命中にめっきされた金属層がその完全性を維持することも非常に重要である。
【０００７】
　この筐体は、たとえば屋外使用によって、さらには宇宙空間において筐体に生じる厳し
い要求を満たし、このような条件下では、特に大きな温度の変動が生じうる。このような
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屋外使用の好例の１つは、移動電話基地局用の屋外に配置されたキャビネット中のＲＦフ
ィルタの使用である。しかし、特にガラス繊維で強化されている場合には、ポリエーテル
イミドの加工は困難である。ポリエーテルイミドとガラス繊維とを含有するポリマー組成
物は、融点および粘度の両方が非常に高く、その結果、射出成形プロセスが複雑になる。
その用途を考慮すると、狭い許容範囲内にする必要がある、筐体に適した寸法を得ること
も困難である。さらに、ポリエーテルイミドのめっきプロセスでクロムイオンを使用する
必要がある。これによって、健康問題の危険性が生じる。
【０００８】
　組成物の加工性が良くなるため、ＲＦフィルタ筐体の製造に考慮されるガラス繊維強化
ポリエーテルイミド以外の多くの他のポリマー組成物が知られている。しかし、加工性が
良好となるだけでなく、筐体に対して発生する厳しい要求を満たす必要がある性質をも示
す組成物を見いだすことが問題となっている。一般に生じる問題は、ある期間の後に、お
そらくは筐体上にめっきされた金属層の最終的な欠陥のために、筐体がその遮蔽特性を失
うことである。この用途において提案され失敗に終わったポリマーの例としては、特に、
液晶ポリマー、ポリカーボネート、シンジオタクチックポリスチレン、半芳香族ポリアミ
ド、ポリアミド４６などが挙げられる。その導入から長期間にわたるポリエーテルイミド
組成物の代替品を見つけようとする多くの試みにもかかわらず、代替となるポリマー組成
物の発見にはだれも成功していない。
【０００９】
　本発明の目的は、ポリマー組成物から製造され、導電性材料がめっきされている電子設
備の構成要素、特に屋外使用のための電子設備の構成要素であって、ポリエーテルイミド
を含有するポリマー組成物の筐体よりも製造が容易であり、厳しい屋外使用条件下で機能
が維持される、構成要素を提供することである。
【００１０】
　驚くべきことに、ポリマー組成物が：
（ａ）ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）
（ｂ）ガラス繊維
を含有する場合に、この目的が達成される。
【００１１】
　構成要素が筐体の場合、長期間の後でない場合でさえも、筐体は、筐体上に配置される
金属層の最終的な破壊を示さず、そのため筐体は長い耐用寿命を有する。ＲＦフィルタ筐
体の場合、ＲＦフィルタは、十分に画定された周波数範囲内で十分に機能を果たす。
【００１２】
　たとえば、構成要素がアンテナ、たとえばダイポールアンテナであることも可能である
。このアンテナは、長期間の使用後も十分な機能を維持する。従来技術のアンテナは、基
材に接着された純金属または重金属箔から製造されることが多い。これらのアンテナは、
複雑であり、したがって製造にコストがかかる。
【００１３】
　ポリエチレンテレフタレートポリマーは、主モノマー単位としてテレフタル酸およびエ
チレングリコールを主成分とするポリエステルである。ポリエチレンテレフタレートは、
少量の他の二酸、たとえばイソフタル酸（ｉｓｏｐｈｔａｌｉｃ　ａｃｉｄ）、またはジ
オール、たとえばジエチレングリコールをコモノマーとして含有することもできる。好ま
しくは、組成物は、少なくともポリエチレンテレフタレートホモポリマーを含有する。本
明細書においては、ポリエチレンテレフタレートホモポリマーは、テレフタル酸およびエ
チレングリコールのモノマー単位以外に５ｍｏｌ％未満のモノマー単位を含有するものと
理解される。このようなホモポリマーの利点は、融点が高く、結晶化挙動が良好なことで
ある。より好ましくは、ポリエチレンテレフタレートホモポリマーは、４ｍｏｌ％未満、
さらにより好ましくは３ｍｏｌ％未満、最も好ましくは２ｍｏｌ％未満の、テレフタル酸
およびエチレングリコール以外のモノマー単位を含有する。好ましくは、組成物中の少な
くとも５０重量（ｗｔ）％のポリエチレンテレフタレートがホモポリマーであり、より好
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ましくは少なくとも９０重量％、最も好ましくは少なくとも９５重量％がホモポリマーで
ある。
【００１４】
　ポリエチレンテレフタレートは、相対溶液粘度（ＲＳＶ、７／１０（ｍ／ｍ）のトリク
ロロフェノール／フェノール混合物１２５グラム中１グラムのポリマーの溶液に対して２
５℃で測定される；ＩＳＯ　１６２８－５に基づく方法）が１．５０～２．００、好まし
くは１．６０～１．８５、最も好ましくは１．６５～１．８０であってよい。一般にＲＳ
Ｖが高いほど、組成物の強度および靭性が改善され、一方、ＲＳＶが低いほど溶融流れが
促進され結晶化速度が増加する。本発明のＲＳＶの範囲の場合、衝撃改質剤または流動促
進剤を加える必要なしに最適な性能が得られ、このことは構成要素の耐用寿命をさらに延
ばすためには好ましい。これらのＲＳＶ値を実現するために、ポリエチレンテレフタレー
トは、たとえば粒状形態の組成物を、不活性雰囲気中でその融点より最大約１０℃低い高
温に数時間曝露することによって、固体状態で後縮合（ｐｏｓｔ－ｃｏｎｄｅｎｓｅｄ）
させることができる。このような固体状態の後縮合のもう１つの利点は、組成物中に存在
し、組成物の加工挙動またはそれより成形された部品の性質に影響を与えうるあらゆる揮
発分が実質的に除去されることである。
【００１５】
　ポリマー組成物は、好ましくは、ポリエチレンテレフタレートの結晶化を向上させる核
剤を含有する。核剤としては、あらゆる周知の核剤を使用することができる。好ましくは
無機添加剤、たとえばマイクロタルク（ｍｉｃｒｏ－ｔａｌｃｕｍ）、または金属炭酸塩
、特にアルカリ金属炭酸塩、たとえば安息香酸ナトリウムが使用される。より好ましくは
、安息香酸ナトリウムは、約０．０５～０．５質量％（ポリエチレンテレフタレートを基
準とする）の量で使用される。
【００１６】
　本発明による構成要素中に使用されるポリマー組成物は、好ましくは可塑剤を実質的に
含有せず、すなわち好ましくは、溶融物の結晶化が生じる温度範囲を低下させる添加剤を
含有しない。その利点は、可塑剤が減少することによる射出成形部品の性質の変化がない
ことである。
【００１７】
　ポリマー組成物中での使用に好適なガラス繊維は、機械的性質および加工性の最適なバ
ランスを得るためには、５～２０μｍ、好ましくは８～１５μｍ、最も好ましくは９～１
１μｍの繊維径を有することができる。ガラス繊維は、好ましくは、ポリエチレンテレフ
タレートと適合性でありエポキシ官能性またはアミノ官能性の化合物を含有するサイジン
グを表面上に有する。好ましくはこのサイジングは、エポキシ官能性化合物を含有する。
この利点は、ポリエチレンテレフタレート中への分散性が良好になり、ポリマー組成物の
長期の機械的性質、特に疲労挙動が改善されることである。
【００１８】
　ポリマー組成物は１０～６０重量％の間のガラス繊維を含有することができる。好まし
くはポリマー組成物は３０～５０重量％の間のガラス繊維を含有する。その場合、組成物
は、射出成形法による加工に非常に好適となり、本発明による構成要素は、長時間にわた
って機能を十分に維持する。最も好ましくは３５～４５重量％の間である。
【００１９】
　本発明による方法に使用されるポリエチレンテレフタレート組成物は、０～２０質量％
の他の繊維状または粒子状の無機フィラーをも含有することができる。組成物の性質の望
ましくない異方性の増大を引き起こすことなく組成物の剛性に寄与するため、好ましくは
フィラー粒子、たとえばタルクまたはカオリンが使用される。
【００２０】
　本発明による構成要素中に使用されるポリマー組成物は、通常の添加剤、たとえば安定
剤、酸化防止剤、着色剤、剥離剤などの加工助剤、鎖延長剤などの粘度調整剤、衝撃改質
剤などを含有することもできる。
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【００２１】
　好ましくは、ポリマー組成物は、５重量％未満の通常の添加剤を含有し、より好ましく
は３重量％未満、最も好ましくは１重量％未満含有する。好ましくは、組成物は、ＰＥＴ
、ガラス繊維、および５重量％未満、より好ましくは３重量％未満、最も好ましくは１重
量％未満の通常の添加剤からなる。
【００２２】
　ＰＥＴおよび強化用繊維を含む本発明による構成要素のポリマー組成物は、周知の技術
を使用して種々の構成要素を混合またはブレンドすることによって得ることができる。こ
の混合は、種々の構成要素がＰＥＴの溶融加工温度よりも低温で混合され「乾式」ブレン
ド作業であってよく、または場合によりあらかじめブレンドされた構成要素が好適な溶融
加工温度において、たとえば一軸または二軸スクリュー押出機中で混合される溶融ブレン
ド法であってもよい。また、乾式ブレンドおよび溶融ブレンドの組み合わせを使用するこ
ともできる。
【００２３】
　本発明による構成要素は、射出成形法の後、その方法で得られた構成要素に導電性材料
を金属めっきすることによって適切に製造される。このめっき法は、真空金属化法、また
は化学めっき法、たとえば化学的および／または電気化学的処理ステップを含む方法を使
用して行って、多くの場合２つ以上の金属層を取り付けることができる。
【００２４】
　好ましくは、めっき法は、いわゆる無電解化学めっき法であり、これは、１つまたは複
数の最初の層を取り付けるために化学的ステップがめっき法に使用されることを意味する
。
【００２５】
　このような方法は、好ましくは：
１）ｐＨが少なくとも１２、好ましくは少なくとも１４であるアルカリ性溶液、好ましく
は苛性ソーダ溶液を使用して、構成要素の表面の少なくとも一部をエッチングするステッ
プと、
２）フッ化水素を使用してガラス繊維をエッチングするステップと、
３）Ｐｄ錯体の溶液を使用して、パラジウム（Ｐｄ）の無電解めっきを行うステップと、
４）カッパー（ｃｕｐｐｅｒ）塩錯体の溶液を使用して銅（Ｃｕ）層の無電解めっきを行
って、たとえば２～１０ミクロンの間の層厚さを得るステップと、続いて
５）２～３ミクロンのニッケル（Ｎｉ）層の無電解めっき、続いて銀（Ａｇ）層の無電解
めっきを行うステップと、
を含む。
【００２６】
　単にＮｉまたはＡｇの２～１０ミクロンの層の無電解めっきによってステップ５を繰り
返すことも可能である。
【００２７】
　このようなめっき方法は当業者に周知である。
【００２８】
　本発明による電子設備の構成要素は、好ましくは、屋外使用に好適なそのような構造要
素である。構成要素は、筐体またはアンテナであってよい。さらにより好ましくは、構成
要素は、ＲＦフィルタの筐体であり、最も好ましくは移動電話用の基地局に使用されるＲ
Ｆフィルタの筐体である。
【００２９】
　ＲＦフィルタの筐体は、筐体の内側にめっきされていると、良好な結果が得られる。多
くの場合、筐体には２つ以上の部品が存在する。筐体には、本体およびカバープレート、
あるいは本体と、底板およびカバープレートの両方とが存在することができる。
【００３０】
［使用した材料］
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－アーナイト（Ａｒｎｉｔｅ）ＡＶ２－３９０ＸＴ、５０重量％のガラス繊維を含有する
ＰＥＴ組成物（ＰＥＴ、５０％ガラス）。オランダのＤＳＭより提供される。
－アーナイトＡＶ２－３７０／Ｂ、３０重量％のガラス繊維を含有するＰＥＴ組成物（Ｐ
ＥＴ、３０％ガラス）。オランダのＤＳＭより提供される。
－アクロン（Ａｋｕｌｏｎ）Ｋ２２４Ｇ６、３０重量％のガラス繊維を含有するＰＡ６（
ＰＡ　３０％ガラス）。
－ＰＣ、通常の充填剤を含有しないポリカーボネート。
【００３１】
［試験サンプル］
　試験サンプルとして、ＲＦフィルタ筐体の代表的な形状の箱を使用した。箱の大きさは
１１０×１１０×３２ｍｍであった。
【００３２】
［試験サンプルの作製］
　試験サンプルは、アーブルグ・オールラウンダー（Ａｒｂｕｒｇ　Ａｌｌｒｏｕｎｄｅ
ｒ）３２０　Ｓ射出成形機を使用して製造し、この機械には試験サンプル用の型を搭載し
た。射出成形プロセスの場合、使用される材料に適合した標準条件を使用した。
【００３３】
［サンプルのめっき］
　試験サンプルの内面および外面を：
１）表面に、ｐＨ１４の苛性ソーダ溶液を８０℃の温度で４分間接触させることによって
、試験サンプルの表面をエッチングするステップと、
２）フッ化水素ガスを使用して４０℃の温度で６分間、ガラス繊維の表面をエッチングす
るステップと、
３）室温において２分間、１０ｇ／ｌのＳｎＣｌ２および４０ｍｌ／ｌの濃ＨＣＬを含有
する水溶液を表面と接触させることによって、試験サンプルの表面を活性化させるステッ
プと、
４）室温において１分間、０．２５ｇ／ｌのＰｄＣｌ２および２．５ｍｌ／ｌの濃ＨＣｌ
を含有する水溶液を表面と接触させることによって、試験サンプルの表面を活性化させる
ステップと、
５）６０ｍｌ／ｌのＥＮ　４３９Ｅ　Ａ（ドイツのエンソン（Ｅｎｔｈｏｎｅ　ＧｍｂＨ
）より供給される）および１５０ｍｌ／ｌのＥＮ４３９Ｅ　Ｂ（ドイツのエンソン（Ｅｎ
ｔｈｏｎｅ　Ｇｍｂｈ）より供給される）の水溶液を、８８℃、ｐＨ４．９で５分間、試
験サンプルの表面と接触させることによって、Ｎｉ層を無電解めっきするステップと、
６）室温において３０分間、シアン化銀溶液を表面と接触させることによって銀層を無電
解めっきするステップと、
からなる方法によってめっきした。
【００３４】
［実施例１、２ならびに比較実験ＡおよびＢ］
　試験サンプルは、アーナイトＡＶ２－３９０ＸＴおよびアーナイトＡＶ２－３７０／Ｂ
（実施例１および２）、ならびにＰＡ－６およびＰＣ（比較実験ＡおよびＢ）から作製し
た。
【００３５】
　サンプルを２００℃で３０分間加熱し、続いて２０℃の水中に急速に浸漬することによ
って、試験サンプルの熱衝撃試験を行った。
【００３６】
　８５℃および相対湿度８５％において６４０時間サンプルを維持することによって、サ
ンプルの湿度試験を行った。
【００３７】
　その後、サンプルの金属層のふくれまたは剥離について検査した。これらの現象が起こ
らない場合が合格であり、これらの現象が起こった場合が不合格である。結果を表１に示
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【００３８】
【表１】
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